
 公立大学法人首都大学東京 

第１ 監査の目的 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第７項に基づき、都が出資等を行っている

団体に対して、団体の事業が出資等の目的に沿って適切に運営されているか、監査を実施する。 

第２ 監査の対象 

１ 監査対象団体及び局 

区分 監査の対象 実地監査期間 監査の範囲 

団体 公立大学法人首都大学東京 
平成 30年 10月 22日から

同月 30日まで 平成 28年度及び平成 29年

度の事業 
局 総務局 

平成 30年 10月 18日及び

31日 

２ 団体の概要 

設立の目的 

大都市における人間社会の理想像を追求することを使命とし、広い分野の

知識と深い専門の学術を教授研究するとともに、教育研究機関、産業界等

との連携を通じて、大都市に立脚した教育研究の成果をあげ、豊かな人間

性と独創性を備えた人材を育成し、もって都民の生活及び文化の向上に寄

与することを目指す大学及び高等専門学校を設置し、及び管理することを

目的として設立 

主 な 沿 革 

公立大学法人首都大学東京（以下「法人」という。）は、地方独立行政法

人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。）に基づき、平成17年4

月1日に都が設立 

・首都大学東京 

平成17年4月 首都大学東京設置 

平成18年4月 首都大学東京大学院再編 

・産業技術大学院大学 

平成18年4月 産業技術大学院大学設置 

・東京都立産業技術高等専門学校 

平成18年4月 東京都立産業技術高等専門学校設置 

平成20年4月 公立大学法人首都大学東京へ移管 
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事業の概要 

・ 首都大学東京、産業技術大学院大学及び東京都立産業技術高等専門学

校の設置及び運営 

・ 学生に対する修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の

援助 

・  受託研究又は共同研究その他の法人以外の者との連携による教育研

究 

・ 公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会の提供 

・ 教育研究の成果の普及及び活用促進 

・ 前各号の業務に附帯する業務 

所 在 地 東京都新宿区西新宿二丁目 3番 1号 

組   織 
首都大学東京、産業技術大学院大学、東京都立産業技術高等専門学校及び

事務組織（経営企画室、総務部等） 

人   員 
役員 9名（理事長 1名、副理事長 3名、理事 3名、監事 2名（非常勤）） 

教員 831 名、職員 553名 

都
と
の
関
係 

出資（表 1） 
現物出資 土地 860億 3,536万 7,540円、建物 618億 9,525万 8,480円 

合計 1,479億 3,062万 6,020円（100％） 

交付金（表 2） 
176億 4,425万余円（平成 28年度交付額） 

175億 9,776万余円（平成 29年度交付額） 

補助金（表 2） 
32億 1,661万余円（平成 28年度交付額） 

25億 7,691万余円（平成 29年度交付額） 

就学支援金等 

（表 3） 

1億 1,973万余円（平成 28年度交付額） 

1億 1,485万余円（平成 29年度交付額） 

事業の委託（表 4） 
3億 9,908万余円（平成 28年度委託料） 

2億 496 万余円（平成 29年度委託料） 

経常収益に占め
る都からの収益 
     （表 5） 

経常収益 270億余円のうち、188億余円（69.8％）（平成 28年度） 

経常収益 270億余円のうち、188億余円（69.8％）（平成 29年度） 

財産の貸付（表 6） 建物（9,947.32㎡）及び土地（25.0㎡）を無償貸付 

職員の派遣等 部長 3名及び課長 19名、常勤職員 65名を都から派遣 

業務実績評価 

（全体評価） 

（注 2） 

平成 28 年度：順調に成果を上げ、中期目標の達成につなげた。 

第二期中期目標期間：確かな成果を上げ、中期目標を達成した。 

平成 29 年度：着実な業務の進捗状況にある。 

  （注１）上記数値等は平成２９年５月１日現在 

（注２）法人は、自らが実施する自己点検・評価結果を踏まえ、年度計画及び中期計画に記載さ

れている事項について、当該計画の実施状況を検証し、当該項目の実施状況を５段階（Ｓ～
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Ｄ）で自己評価を行い、業務実績等報告書を作成する。東京都地方独立行政法人評価委員会

（東京都における知事の附属機関として設置。以下「評価委員会」という。）は、これを基

に検討を行い、５２の項目別評価「１～５」及び全体評価をし、知事へ報告する。 

 

（表１）出資（現物出資）の状況                  （単位：㎡、円） 

区分 
土地 建物 

地積 評価額 延べ床面積 評価額 

東京都立大学 428,041.26  29,845,527,110  158,673.81  29,690,479,028  

東京都立保健科学大学 34,999.97  5,914,994,930  29,635.27  6,098,194,271  

東京都立科学技術大学等（注 1） 62,439.61  7,010,000,000  38,440.04  13,503,248,398  

東京都立大学小笠原研究施設 771.45  24,100,000  546.73  159,546,400  

東京都立工業高等専門学校 37,134.15  30,084,078,300  34,139.54  7,577,456,910  

東京都立航空工業高等専門学校等 48,370.10  13,156,667,200  30,819.55  4,866,333,473  

合計 611,756.54  86,035,367,540  292,254.94  61,895,258,480  

（注１）平成２９年４月１日に東京都から無償貸与を受けていた首都大学東京日野キャンパスの建物に

ついて現物出資（建物）を受けたもの（9,587.59㎡、6,328,800,000円）を含む。 

（注２）法人の資本金の額は、東京都が出資する上記（表１）に掲げる資産について、当該出資の日に

掲げる時価を基準として、都が評価した額である。 

（参考） 
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（表２）交付金及び補助金の交付状況                     （単位：千円） 

交付・補助金名 根拠 交付・補助対象 
交付額 

平成 
27年度 

平成 
28年度 

平成 
29年度 

運営費交付金 

公立大学法人

首都大学東京

運営費交付金

交付要綱 

法人の運営（通常

及び特定期間の事

業等）に要する経

費 

18,450,579 17,644,254 17,597,768 

施設費補助金 

公立大学法人

首都大学東京

施設費補助金

交付要綱 

法人の施設・設備

の整備に要する経

費 
686,338 3,216,617  2,576,919 

合計 19,136,917 20,860,871 20,174,688 

 

 

（表３）高等学校等就学支援金及び事務費の交付状況               （単位：円） 

区分 根拠 対象事業 
交付額 

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

就学支援金 
東京都立産業技

術高等専門学校
就学支援金等交

付要綱 

教育に係る経

済的負担の軽

減、機会均等

に寄与 

119,893,250 119,250,050 114,157,300 

事務費 815,000 486,000 701,000 

合計 120,708,250 119,736,050 114,858,300 
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（表４）委託事業（都連携事業）  （単位：円） 

所管局名 事業名 
委託料 

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

政策企画局 
都市外交人材育成基金を活用し

た事業（新素材開発の研究）など 
274,996,350 324,954,438 118,946,611 

総務局 
被災者生活再建支援に関する受

託研究 
- - 4,944,946 

都市整備局 

長寿命環境配慮住宅モデル事業

に係る省エネルギー・ＣＯ2削減

効果検証 

3,169,906 1,268,952 - 

環境局 

新たなスタイルによる公共空間

の美化活動に関するデザイン戦

略の策定及び広報活動の展開  

- 9,740,644 - 

福祉保健局 
首都大学東京と連携した子供の

貧困対策の推進  
- 34,938,200 2,971,167 

産業労働局 
漁場の評価と生産性向上対策な

ど 
500,000 500,000 46,368,428 

水道局 
小河内貯水池の水質対策に関す

る共同研究など 
20,176,475 27,679,308 31,731,556 

合計 298,842,731 399,081,542 204,962,708 
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（表５）経常収益に占める都からの収益の推移               （単位：百万円、％） 

科目 
平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

 構成比  構成比  構成比 

合計 25,887 100   27,051 100   27,026 100   

 

 

 

 

都からの収益 17,855 69.0 18,873 69.8 18,854 69.8 

 

運営費交付金 16,439 63.5 16,674 61.6 16,834 62.3 

資産見返負債戻入 941 3.6 923 3.4 935 3.5 

受託事業等収益 337 1.3 423 1.6 221 0.8 

施設費収益 137 0.5 851 3.1 863 3.2 

他の収益 8,031 31.0 8,177 30.2 8,171 30.2 

  

（表６）公有財産の貸付状況                           （単位：㎡） 

分類 施設名（所在地） 目的 種類 面積 

行政財産 
東京都農林総合研究センター 

（東京都立川市富士見町三丁目 8番 1号） 
観測用鉄塔の設置 土地 25.00 

普通財産 

首都大学東京晴海校舎 
（東京都中央区晴海一丁目 2番 2号） 

法科大学院の運営 建物 9,869.02 

富士見高原学外施設 

（長野県富士見町立沢字広原 1番 1056） 
セミナーハウスの運営 建物 78.30 

小計 9,947.32 
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第３ 監査の結果 

１ 運営に関する事項                         （単位：百万円、％） 

科目 
平成 

27年度  

平成 28年度 平成 29年度 

 増減額 増減率  増減額 増減率 

経常費用 25,459 26,097 638 2.5 26,511 414 1.6 

経常収益 25,887 27,051 1,164 4.5 27,026 △  24 △  0.1 

当期総利益 868 1,148 279 32.2 603 △  544 △ 47.4 

資産合計  155,035 155,243 207 0.1 157,654 2,411 1.6 

負債合計  19,175 19,304 129 0.7 19,301 △    2 △  0.0 

純資産合計  135,860 135,938 77 0.1 138,352 2,414 1.8 

 

（１）監査の観点 

本監査では、法人の事業について、主に、中期目標及び計画に基づく法人の運営が適正かつ効

率的に行われているかなどの観点から、総勘定元帳、伝票、証ひょう等を抽出により検証した。 

（２）事業実績 

法人は、首都大学東京、産業技術大学院大学及び東京都立産業技術高等専門学校について、都

知事が定めた業務運営に係る中期目標に基づき、中期計画及び年度計画を作成し、運営を行って

いる。 

事業運営について見ると、法人は、法第２５条及び第７８条の規定により知事が平成２２年６

月に定めた中期目標（期間：平成２３年度から平成２８年度まで）に基づき、第二期中期計画（平

成２３年３月認可、平成２７年３月変更認可）及びこれに基づく年度計画を作成し、２大学１高

専体制での改革の本格化と位置付けて、国際化への対応、学生支援機能の充実、研究支援体制の

強化、産学公連携機能の整備などを実施した。 

この結果、第二期中期目標期間中に知事の承認を受けて行った利益処分の状況を踏まえて見た

ところ、中期目標期間最終年度の積立金の期末残高は２０億７，６１８万余円であり、これに中

期目標期間の最終年度の未処分利益１１億４，８０７万余円及び中期目標期間繰越積立金２５

億６，５６３万余円、教育研究の質の向上及び運営組織の改善目的積立金の使用残額１６億

５，５９０万余円を加えると、積立金は７４億４，５７９万余円となる。 

この積立金のうち、４６億９４万余円については前中期目標期間繰越積立金に計上し、残余の

額２８億４，４８５万余円を法第４０条第６項の規定に基づき都へ納付した。 

また、平成２９年度は、６年間の第三期中期目標期間の初年度であり、改革の効果を把握し、

検証しながら、新たに効果的な教育手法やプログラムの導入を図る取組を進めている。 
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（３）費用及び収益の状況 

法人の経常費用については、平成２８年度及び平成２９年度ともに増加しており、これは主に、

高度セキュリティ人材育成などの教育経費の増加などによるものである。 

経常収益は、都からの収益である運営費交付金収益が約６割で大半を占めているが、自己収入

である学生からの授業料収益が約２割で、それ以外にも受託研究等収入も得ている。 

経常収益を見ると、平成２８年度は、１１億余円増加しており、これは主に、都から補助され

た老朽化施設等の大規模改修工事に係る収益の増加によるものである。 

なお、平成２８年度には、目的積立金等を取り崩したための収益が６億余円あったものの、日

野キャンパス旧実験棟を除却したため、臨時損失が４億余円発生した。 

これらの結果、平成２８年度の当期総利益は、２億余円増加し、平成２９年度においては、５

億余円減少している。 

（４）財政状態 

法人の資産のうち９割以上は、土地や建物などの固定資産が占めている。 

資産は、平成２９年度に２４億余円増加しており、これは主に、都から日野キャンパス実験棟

の現物出資を受けたことなどによるものである。 

純資産は、平成２９年度に第二期中期目標期間の終了に伴い、都へ積立金を返還したものの、

上記の現物出資により資本金が増加したことなどにより２４億余円増加している。 

（５）事業運営に関する評価 

法人は、法第２８条第１項の規定に基づき、平成２８年度及び第二期中期目標期間における業

務の実績について、評価委員会の評価を受けている。 

委員会が平成２９年８月に公表した「平成２８年度及び第二期中期目標期間 公立大学法人首

都大学東京業務実績評価書」によれば、「教育」、「研究」、「社会貢献」、「法人運営」「財

務運営」など５２項目に係る事業の進捗状況・成果を法人から聴取等したところ、中期計画を確

実に実行して確かな成果を上げ、中期目標を達成したと評価している。 

また、第三期中期目標期間に向け、法人の中期計画の全体について、「グローバル化が進展す

る中、変化し続ける社会からの要請への的確な対応として、３つの高等教育機関がそれぞれの強

みと特色を一層明確にして、質の高い教育研究や社会貢献に取り組んでいただきたい。」として

いる。 

これを受け、法人においては、一層の飛躍に向け、平成３０年度に、豊かな教養と高度な専門

性を備えた国際的にも通用する人材を育成するため、首都大学東京の都市政策科学分野を再構築

するなど学部等の教育研究組織を再編している。 

一方で、晴海キャンパスにおいては、首都大学東京等の設置・運営、公開講座の開設その他の

学生以外の者に対する学習の機会を提供するなどを規定する定款２４条の業務の範囲で使用す

ることを目的に、東京都より無償貸付を受けているが、７階の大講義室など一部の教室等におい

て稼働率が低い状況にもかかわらず、施設を活用した、公開講座の開設などの業務を行っていな
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い状況であった。今後とも、併設する高等学校との協議を実施するなど、業務運営に支障のない

範囲において、個別の案件ごとに検討を行い、有効活用を図っていくことが求められる。 

また、研究部門において、賃金の支払時に予算の配当がないまま仮の予算で執行していた。今

後、予算が早期に配当されるよう、引き続き事務の適正化に取り組んでいくことが求められる。 

教育研究の高度化や経営体質の強化のためにも、法人においては、法人全体のあるべき収支構

造を中長期的に捉えた上で、自己収入の改善、経費の節減、業務執行の効率化等の取組を更に推

し進めていくことが必要である。 

 

運営に関する事項は以上のとおりであり、法人の事業は、監査を実施した限りにおいて、別項指

摘事項を除き、出資等の目的に沿って運営されていると認められる。 
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２ 指摘事項 

（１）団体 

ア 契約事務を適切に行うべきもの 

法人では、予定価格が５０万円未満の研究費の支出に係る契約については、軽微な取引とし

て教員が契約事務を行うことができるとされており、単数見積りにより契約を行うことができ

る（注１）。 

ところで、理系管理課において研究費の支出を見たところ、表７の契約において、総額が

５０万円以上になるにもかかわらず、分割発注され、単数見積りにより教員が契約事務を行っ

ていることが認められた。 

予定価格が５０万円以上３００万円未満の契約は、３人以上の見積書を徴し、教員ではなく、

理系管理課長が契約を行うこととされており、適切に契約の取りまとめを行えば、規定に基づ

き価格の競争性や透明性が確保される。 

法人は、契約事務を適切に行われたい。 

（公立大学法人首都大学東京） 

 

（注１）公立大学法人首都大学東京会計規則及び公立大学法人首都大学東京契約事務規程 

 

   （表７）取りまとめて発注を行うべき契約                   （単位：円） 

契約件名 見積日 納品日 
契約 

相手方 
契約金額 計 

ｿﾌﾄｳｪｱ（注 2）
の購入 

平成 29 年 10月 13日 平成 29年 11月 6日 

Ｌ 

464,400 

648,000 
ｿﾌﾄｳｪｱ（注 2）

の取扱い講習 
平成 29 年 10月 13日 平成 29年 11月 6日 183,600 

（注２）Reaction Plus Pro（化学計算ソフト） 
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イ 履行確認を適切に行うべきもの 

法人は、表８のとおり、各部署において、志願者や在学中の学生、オープンユニバーシティ

（公開講座）会員、非常勤講師等の個人情報を取り扱う事務について委託契約を締結している。 

これらの委託契約の履行状況について見たところ、表８（ア）のとおり、契約の仕様書に定

めた書類が受託者から提出されていない。 

また、電子情報処理について委託をした場合、「電子情報処理に係る標準特記仕様書」（以

下「電子仕様書」という。）を契約書に添付し、受託者は契約書及び各契約の仕様書等に定め

のない事項については、電子仕様書に定める事項にしたがって履行しなければならないとして

いる。電子仕様書では、受託者に対し、表９のとおり、個人情報の管理状況についての報告書

類の提出を求めている。 

ところで、書類の提出状況について見たところ、表８（イ）のとおり、一部の書類が提出さ

れているのみで、それ以外の書類は提出されていない。 

法人は、仕様書及び電子仕様書の定めに基づき、履行確認を適切に行われたい。  

（公立大学法人首都大学東京） 
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（表８）仕様書で求められた書類（表９記載）の提出状況                （単位：円） 

（注） 下記（表９）の未提出状況 

（表９）電子仕様書に提出を定めている書類の一例（電子仕様書より抜粋、要約） 

区分 提出すべき書類の種類 

Ａ 特記仕様書を遵守し業務を推進する旨の誓約（契約締結後速やかに） 

Ｂ 業務に関する責任者、作業体制、連絡体制、作業場所について 

Ｃ 
業務従事者への遵守事項の説明と周知徹底を行った記録 

(従事者に対する必要な研修計画及び実施状況の書面報告) 

Ｄ 
当該委託に係る一切の媒体について、記録媒体ごとの消去日付、消去方法、数量などの報告（予

定及び実施の報告） 

Ｅ 個人情報や機密情報の管理責任者及び管理状況の記録（台帳等） 

 

 

項

番 
部署 契約件名 契約期間 契約金額 

契約 

相手方 

未提出状況 

（ア） （イ）（注） 

1 大
学
教
育
セ

ン
タ
ー(

入

試) 

平成 29 年度入学者選抜
に関する志願者データ等
の入力、照合、集計委託 

平成 28.11.27
～平成 29.3.1 747,943 

Ｍ ― Ａ以外 

2 
平成 30 年度入学者選抜
に関する志願者データ等
の入力、照合、集計委託 

平成 29.11.22
～平成 30.3.1 

742,764 

3 

大
学
教
育
セ
ン
タ
ー(

教

務) 

平成 28 年度全学部共通
授業改善アンケート集計
業務委託 

平成 28.5.25～
平成 29.3.16 

2,030,400 Ｎ 

①誓約書 

②著作権の

帰属に関す

る同意書 

全て 

4 
平成 29 年度全学部共通
授業改善アンケート集計
業務委託 

平成 29.5.25～
平成 30.3.15 

1,983,720 Ｏ ― Ａ以外 

5 

オ
ー
プ
ン
ユ
ニ
バ
ー
シ
テ
ィ 

オープンユニバーシティ
講座管理システムの運
用、保守委託 

平成 28.4.1～
平成 29.3.31 

1,399,680 

Ｐ 

①システム

設定仕様書 

②①の別紙 

③データベ

ース定義書 

④管理者用

マニュアル 

⑤構成図 

⑥連絡・管

理体制図 

全て 

6 
平成 29.4.1～
平成 29.8.31 

572,400 

7 
平成 29.9.1～
平成 30.3.31 

827,280 

8 

オープンユニバーシティ
講座管理システムの専用
サーバー環境提供委託 

平成 28.4.1～
平成 29.3.31 

1,555,200 

①連絡・管

理体制図 
全て 9 

平成 29.4.1～
平成 29.8.31 

648,000 

10 
平成 29.9.1～
平成 30.3.31 

3,585,600 
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ウ 防犯カメラの運用を適切に行うべきもの 

法人では、各キャンパスに設置する防犯カメラの適正な管理を図ることを目的として、首都

大学東京防犯カメラ取扱要綱（以下「要綱」という。）を定め、映像データの目的外利用や第

三者への提供の禁止及び個人情報の保護等、防犯カメラの運用等について定めている。 

ところで、要綱第９条第３項によると、防犯カメラの運用に関する業務の全部又は一部を委

託する場合においては、受託者はこの要綱の定めを遵守することとなっている。 

しかしながら、表１０の委託契約を見たところ、仕様書に要綱の遵守に関する記載がなく、

受託者が防犯カメラを使用して警備業務や管理業務を行っているにもかかわらず、映像データ

の目的外利用禁止等の定めを知り得ない状況となっている。 

法人は、仕様書に要綱の遵守について定めることにより、防犯カメラの運用を適切に行われ

たい。 

（公立大学法人首都大学東京） 

 

  （表１０）委託契約の状況                         （単位：円） 

契約件名 契約期間 契約金額 契約相手方 

首都大学東京（南大沢キャンパス）

警備、自転車駐輪対策警備及び電

話交換業務委託（長期継続契約） 

平成 27.4.1～ 

平成 30.3.31 
151,200,000 Ｑ 

首都大学東京（南大沢キャンパス）

運動施設等管理業務委託（長期継

続契約） 

平成 26.4.1～ 

平成 29.3.31 
32,076,000 Ｒ 

平成 29.4.1～ 

平成 32.3.31 
38,880,000 Ｒ 

首都大学東京（南大沢キャンパス）

学生寮管理業務委託（長期継続契

約） 

平成 26.4.1～ 

平成 29.3.31 
12,960,000 Ｓ 

平成 29.4.1～ 

平成 32.3.31 
15,552,000 Ｓ 
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エ 外部記憶媒体の管理を適正に行うべきもの 

法人は、ＵＳＢメモリなどの外部記憶媒体を使用する際の取扱いについて、表１１のとおり

公立大学法人首都大学東京情報セキュリティ基本方針等を定め、教職員等に対する遵守を求め

ている。 

首都大学東京外部記憶媒体取扱要綱では、事務組織各課において外部記憶媒体の貸出時に外

部記憶媒体貸出簿へ個人情報の有無を記載し、返却時には媒体内のデータを削除し、情報セキ

ュリティ管理者が確認することになっている。 

また、首都大学東京情報セキュリティ対策基準（以下「対策基準」という。）において、教

育研究単位（研究室、研究グループ等）の責任者等で、その情報資産の利用者を指導・監督す

る立場にある教員は、情報資産の管理者となっており、この教員も含め全ての教員は、首都大

学東京情報セキュリティ実施手順において、私物の外部記憶媒体が利用可能となっている。 

ところで、外部記憶媒体の管理状況を見たところ、次のとおり不適切な事例が認められた。 

（ア）学術情報基盤センターにおいて、外部記憶媒体貸出簿を見たところ、個人情報の入った

ＵＳＢメモリの返却時に、データ削除確認欄の記載が一部ない。 

（イ）対策基準における情報資産の管理者である教員は、方針等に抵触しない限り、情報資産

の具体的な管理方法が任されているため、要綱等に外部記憶媒体貸出簿を記載するなどの

取決めがない。 

しかしながら、法人では、平成２１年に教員による個人情報が入ったＵＳＢメモリの紛失も

起きていることから、教員が使用する外部記憶媒体の管理体制を整備するなど厳重な取扱いが

必要である。 

法人は、外部記憶媒体の管理を適正に行われたい。 

（公立大学法人首都大学東京） 

（表１１）情報セキュリティの方針等 

項番 名称 

1 
公立大学法人首都大学東京情報セキュリティ規程 

（平成 22年度法人規程第 7号 制定平成 23年 2月 21日） 

2 
公立大学法人首都大学東京情報セキュリティ基本方針 

（22公大首総総第 660号 制定平成 23年 3月 1日） 

3 
首都大学東京情報セキュリティ対策基準 

（26首都大管学情第 567号 制定平成 27年 3月 6日） 

4 
首都大学東京情報セキュリティ実施手順 

（26首都大管学情第 568号 制定平成 27年 3月 6日） 

5 
首都大学東京外部記憶媒体取扱要綱 

（29首都大管学情第 182号 制定平成 29年 7月 21日） 
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オ 財務状況を適切に報告すべきもの 

地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解（平成１６年３月２４日総務

省告示第２２１号。以下「会計基準」という。）では、地方独立行政法人の会計は、地方独立

行政法人の財政状態及び運営状況に関して、第１条で真実な報告を提供するものでなければな

らないとしており、第３７条には資産除去債務（注）に係る会計処理について、資産除去債務

は、有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって発生した時に負債として計上す

るとしている。 

ところで、法人の財務諸表の内容を見たところ、表１２の資産除去債務について、平成２８年

度及び平成２９年度には計上がないことが認められた。 

法人は、会計基準に基づき財務状況を適切に都へ報告する必要があるにもかかわらず、財務

諸表に負債を計上していないことは適切でない。 

法人は、財務状況を適切に都へ報告されたい。 

（公立大学法人首都大学東京） 

 

（注）資産除去債務とは、有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じ、当該

有形固定資産の除去に関して法令又は契約で要求される法律上の義務及びそれに準ずるも

のをいう。 

 

（表１２）資産除去債務の状況                       （単位：円） 

内容 対象資産 表示科目 
見積金額 

平成 28年度 平成 29年度 

アスベスト 国際交流会館 建物 480,000 480,000 

フロン エアコン 建物附属設備 737,100 737,100 

放射性同位元素 焼却装置等 工具器具備品 2,202,000 2,916,000 

原状回復義務 秋葉原ダイビル 建物附属設備 9,909,081 8,618,400 

低濃度ＰＣＢ 照明用安定器等 建物附属設備 20,071,440 - 

合計 33,399,621 12,751,500 
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カ ホームページの情報を適切に整備すべきもの 

法人は、公立大学法人首都大学東京固定資産管理規程(平成１７年度法人規程第２５号)及び

公立大学法人東京土地・建物貸付事務取扱規程（平成１７年度法人規程第２７号）に基づき、

各キャンパスの管理運営を行っており、施設の有効活用のため、貸出に関する情報をホームペ

ージに掲載している。 

ところで、南大沢キャンパスの掲載状況を見たところ、監査日（平成３０年１０月２３日）

現在、運動施設のみの掲載となっており、教室等が掲載されていないことが認められた。 

法人は、ホームページの情報を適切に整備されたい。 

（公立大学法人首都大学東京） 
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第４ 運営状況の概要 

１ 運営状況 

（１）事業実績（詳細は「参考資料」のとおり） 

ア 教育及び研究事業 

（単位：千円） 

校名 
実績 

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

首都大学東京 5,321,075 5,272,871 5,264,887 

産業技術大学院大学 129,913 130,811 128,001 

東京都立産業技術高等専門学校 401,495 394,183 395,627 

   （注）授業料収益及び入学金収益を記載 

 

イ オープンユニバーシティ事業 

（単位：千円） 

校名 
実績 

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

首都大学東京 49,812 52,909 49,280 

東京都立産業技術高等専門学校 571 808 699 

 

ウ 産学公連携事業 

（単位：千円） 

校名 
実績 

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

首都大学東京 880,159 842,263 1,044,570 

産業技術大学院大学 14,684 27,411 20,366 

東京都立産業技術高等専門学校 15,007 27,220 18,594 
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（２） 費用及び収益の状況 

ア 主要科目の推移 

（単位：百万円、％） 

科目 
平成 

27年度 

平成 28年度 平成 29年度 

 
増減額 増減率 

 
増減額 増減率 

経常費用 25,459 26,097 638 2.5 26,511 414 1.6 

 

業務費 23,635 24,303 668 2.8 24,601 297 1.2 

一般管理費 1,790 1,761 △ 29 △  1.6 1,867 106 6.0 

その他 33 31 △  1 △  3.3 42 10 32.0 

経常収益 25,887 27,051 1,164 4.5 27,026 △ 24 △  0.1 

  

運営費交付金収益 16,439 16,674 235 1.4 16,834 160 1.0 

授業料収益 5,229 5,176 △ 52 △  1.0 5,156 △ 20 △  0.4 

資産見返負債戻入 1,151 1,134 △ 16 △  1.5 1,151 17 1.5 

その他 3,066 4,065 998 32.6 3,882 △ 182 △  4.5 

経常利益 427 953 525 122.9 514 △ 439 △ 46.0 

臨時損失 79 426 347 434.9 145 △ 280 △ 65.8 

臨時利益 22 19 △  2 △ 13.2 5 △  14 △ 73.6 

当期純利益 370 546 175 47.5 374 △ 172 △ 31.5 

前中期目標期間繰越

積立金取崩額 
244 254 9 3.9 229 △ 24 △  9.6 

目的積立金取崩額 253 347 94 37.2 - △ 347 △ 100  

当期総利益 868 1,148 279 32.2 603 △ 544 △ 47.4 
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（３）財政状態 

ア 主要科目の推移                          （単位：百万円、％） 

科目 
平成 

27 年度 

平成 28年度 平成 29年度 

 
増減額 増減率 

 
増減額 増減率 

流動資産  6,969 7,879 909 13.0 4,524 △3,354 △ 42.6 

  

現金及び預金 4,691 4,564 △  126 △  2.7 1,921 △2,643 △ 57.9 

未収学生納付金収入 1 1 △    0 △  0.0 1 △    0 △ 22.2 

その他 2,277 3,313 1,035 45.5 2,602 △  710 △ 21.5 

固定資産  148,065 147,363 △  701 △  0.5 153,129 5,765 3.9 

  

有形固定資産 142,710 142,023 △  686 △  0.5 147,400 5,377 3.8 

無形固定資産 260 262 2 1.0 246 △   15 △  5.9 

投資その他の資産 5,095 5,077 △  17 △  0.3 5,482 404 8.0 

資産合計  155,035 155,243 207 0.1 157,654 2,411 1.6 

流動負債  5,629 6,095 466 8.3 5,663 △ 432 △  7.1 

  

寄附金債務 432 416 △  15 △  3.7 403 △   13 △  3.2 

前受受託研究費等 125 129 4 3.6 201 71 55.1 

未払金 4,289 4,934 644 15.0 4,473 △  460 △  9.3 

預り科学研究費 

補助金等 
194 234 40 20.8 231 △   3 △  1.4 

その他 587 379 △  207 △ 35.3 353 △  26 △  6.9 

固定負債  13,546 13,209 △  336 △  2.5 13,638 429 3.2 

  

資産見返負債 12,574 12,557 △  16 △  0.1 12,663 105 0.8 

退職給付引当金 3 4 1 36.7 5 1 32.5 

長期未払金 968 647 △  321 △ 33.2 970 322 49.8 

負債合計  19,175 19,304 129 0.7 19,301 △    2 △  0.0 

資本金  141,601 141,601 0 0   147,930 6,328 4.5 

資本剰余金  △12,750 △13,109 △  359 2.8 △14,509 △1,399 10.7 

利益剰余金  7,008 7,445 437 6.2 4,931 △2,514 △ 33.8 

純資産合計  135,860 135,938 77 0.1 138,352 2,414 1.8 

負債純資産合計  155,035 155,243 207 0.1 157,654 2,411 1.6 
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２ 参考資料 

（１）教育及び研究 

法人は、首都大学東京、産業技術大学院大学及び東京都立産業技術高等専門学校の設置・運営

並びに産学公連携の推進を行うことにより、教育、研究及び社会貢献に取り組んでいる。 

学生の定員及び現員の主な状況は、表１３のとおりである。 

 

（表１３）学生の定員及び現員（平成２９年５月１日現在） （単位：人） 

教育研究組織 
定員 

現員 
入学 収容 

首都大学東京 

学部 

都市教養学部 900 3,616 3,973 

都市環境学部 200 800 914 

システムデザイン学部 270 1,080 1,179 

健康福祉学部 200 800 834 

小計 1,570 6,296 6,900 

専攻科 助産学専攻 10 10 10 

大学院 

人文科学研究科 74 173 285 

社会科学研究科 107 275 236 

理工学研究科 249 552 574 

都市環境科学研究科 194 419 440 

システムデザイン研究科 196 416 480 

人間健康科学研究科 72 166 245 

小計 892 2,001 2,260 

合計 2,472 8,307 9,170 

産業技術大学院大学 

産業技術 
研究科 

情報アーキテクチャ専攻 50 100 125 

創造技術専攻 50 100 89 

合計 100 200 214 

東京都立産業技術高等専門学校 

本科 ものづくり工学科 320 1,600 1,555 

専攻科 創造工学専攻 32 64 74 

合計 352 1,664 1,629 
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首都大学東京は、大都市における人間社会の理想像の追求を使命とし、①都市環境の向上、②

ダイナミックな産業構造を持つ高度な知的社会の構築、③活力ある長寿社会の実現をキーワード

に、大都市東京ならではの都市に立脚した教育研究に取り組んでいる。 

首都大学東京における教育研究組織は、表１４のとおりである。 

 

（表１４）首都大学東京の教育研究組織（平成２９年５月１日現在） 

教育研究組織 概要 

学
部 

都市教養学部 

都市教養学科 
人文・社会系 

法学系 

経営学系 
理工学系 

都市政策コース 

大都市における新しい教養の創成を目指し、人
文・社会・自然科学分野から都市の文明や課題を

研究する教養教育を土台に、広い視野から各専攻
分野における教育研究を行う。 

都市環境学部 
都市環境学科 

地理環境コース 
都市基盤環境コース 

建築都市コース 
分子応用化学コース 

自然・文化ツーリズムコース 

大都市における「都市環境の向上」を目指し、工

学、理学、都市科学などの分野を土台にして、都
市の環境問題について総合的かつ横断的な教育

研究を行う。 

システムデザイン学部 
システムデザイン学科 

知能機械システムコース 

情報通信システムコース 
航空宇宙システム工学コース 

経営システムデザインコース 
インダストリアルアートコース 

「ダイナミックな産業構造を持つ高度な知的社

会の構築」を目指し、旧来の工学とは異なる、関
連分野を横断的に複合・融合化し、システムとデ

ザインという新機軸で芸術的要素をも包含した

教育研究を行う。 

健康福祉学部 
看護学科 

理学療法学科 

作業療法学科 
放射線学科 

保健医療・福祉サービスを利用しながら、幸福な

生活を日々享受できる「活力ある長寿社会」の構
築に貢献する教育研究を行う。 

専
攻
科 

助産学専攻科 

助産学専攻 

看護師資格を持つ女性を対象とした助産師の資

格取得のための助産学教育課程を実施する。 

大
学
院 

人文科学研究科 
社会行動学専攻 

人間科学専攻 
文化基礎論専攻 

文化関係論専攻 

世界水準の人文科学の基礎的研究を土台に据え

つつ、文化、社会、伝統、異文化理解の観点から

学際的研究に取り組み、全地球的な現代社会の課
題に挑む。 

社会科学研究科 
法学政治学専攻 

法曹養成専攻 
経営学専攻 

法律学・政治学・経営学の領域における高度な研
究を基盤に、国や都を始めとする公共団体が抱え

る課題に具体的に提言できる 21 世紀の法的・政
治的・経営的研究の核を目指す。 
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教育研究組織 概要 

大
学
院 

理工学研究科 
数理情報科学専攻 

物理学専攻 
分子物質化学専攻 

生命科学専攻 
電気電子工学専攻 

機械工学専攻 

豊かな創造力と積極的な応用力を備えた高度専

門家や研究者の育成を目指し、理学及び工学の基
幹分野における体系的・総合的な知識と科学的論

理能力を基盤として、先端科学技術や人類・都市

が抱える課題の解決法を習得させるための教育
研究を行う。 

都市環境科学研究科 
都市環境科学専攻 

地理環境科学域 

都市基盤環境学域 
建築学域 

都市システム科学域 
分子応用化学域 

観光科学域 

都市環境を構成する諸要素に対する観測と解析

を基礎に相互作用を解明し、都市環境の予測･設
計･制御が可能となる方法論を開発することによ

り、持続して発展する都市を構築しうる科学体系

としての都市環境科学の確立を目指す。 

システムデザイン研究科 

システムデザイン専攻 
知能機械システム学域 

情報通信システム学域 
航空宇宙システム工学域 

経営システムデザイン学域 
インダストリアルアート学域 

大規模なシステムが有する多様な問題を解決す
る目的で、システム要素に関する領域を科学的･

横断的に俯瞰し、数理的･論理的手法を主たる基
盤として、人間的要素も視野に入れたシステムデ

ザイン学を追求する。 

人間健康科学研究科 
人間健康科学専攻 

看護科学域 
理学療法科学域 

作業療法科学域 

放射線科学域 
フロンティアヘルスサイエンス学域 

ヘルスプロモーションサイエンス学域 

大都市で生活する人々の「健康」に関連する研究、

特に「活力ある長寿社会の実現｣に貢献する研究
を重要課題として捉え、幅広い分野の理論や実践

的知見を礎に確立された学問体系を深化させる
とともに、学際的･融合的な教育・研究を行うと

ともに、健康関連分野における高度実践専門家及
び先端研究者の育成を目指す。 

セ
ン
タ
ー
等 

大学教育センター 

学部・研究科及び教務委員会等関連する運営委員
会との連携の下、大学教育、入学者選抜及び教育

評価等に関し、全学的な視点から調査・研究及び

企画・調整を行う。 

国際センター 
首都大学東京の国際交流活動を支援することに
より、教育研究の国際化及び国際交流の推進に資

することを目的とする。 

オープンユニバーシティ 

中期目標及び中期計画に基づき、生涯学習の拠点

として各種講座の提供、地域社会の活性化に関す

る事業等を行う。 

学術情報基盤センター 

首都大学東京における教育研究環境及び学修環

境の向上のため、学術情報資源の適切な活用及び
情報通信技術環境の整備、運用等を行う（平成 29

年末現在センター所管蔵書数：213万 6,269冊）。 

総合研究推進機構 
首都大学東京の研究力を強化するため、研究戦略
の企画及び立案を行うとともに、研究戦略から社

会還元まで一貫した研究支援を行う。 
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産業技術大学院大学は、専門的知識と体系化された技術ノウハウを活用して、新たな価値を創

造し、産業の活性化に資する意欲と能力を持つ高度専門技術者の育成を目的として、平成１８年

４月に法人が設置した専門職大学院である。 

産業技術大学院大学における教育研究組織は、表１５のとおりである。 

 

（表１５）産業技術大学院大学の教育研究組織（平成２９年５月１日現在） 

教育研究組織 概要 

産業技術研究科 
情報アーキテクチャ専攻 

創造技術専攻 

情報系分野においてビジネスと情報技術を繋ぐ上流工程で、情報シ
ステムをデザインする人材及び新たな価値を持つ製品を創造し、産

業の新興に資する意欲と能力を持つ人材を育成する。 

オープンインスティテュート 

産業界ニーズや技術革新に適時的確に対応するため、特定分野の社

会人を対象とするリカレント教育等の公開講座その他の事業を実施

して、教育研究成果を広く都民に還元する。 

附属図書館 

産業技術大学院大学の教職員及び学生の教育及び研究活動に資する

ため、図書等学術資料の収集、保管及び利用に関する業務等の管理
運営を行う（平成 29年 5月 1日現在蔵書数：2万 2,085冊）。 

 

東京都立産業技術高等専門学校は、深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成するこ

とを目的とし、首都東京の産業振興や課題解決に貢献するものづくりスペシャリストの育成を使

命として、平成１８年４月に都が設置した高等専門学校であり、平成２０年４月に法人に移管さ

れたものである。 

東京都立産業技術高等専門学校における教育研究組織は、表１６のとおりである。 

 

（表１６）東京都立産業技術高等専門学校の教育研究組織（平成２９年５月１日現在） 

教育研究組織 概要 

ものづくり工学科 
機械システム工学コース 

生産システム工学コース 
電気電子工学コース 

電子情報工学コース 
情報通信工学コース 

ロボット工学コース 

航空宇宙工学コース 
医療福祉工学コース 

首都東京の産業振興や課題解決に貢献するものづくりスペシャリス
トを育成するために、工学基礎全般を内容とする 1 年次の共通教育

コースの履修後、2年次から 5年次までの間、一つの分野で他人に負

けない専門性を持ち、他の関連する分野でも多角的視野と柔軟性に
より対応可能な能力を身に付けさせることにより、東京の産業再生

と課題解決に挑戦する意欲と能力の育成までを目指す。 

創造工学専攻 
機械工学コース 

電気電子工学コース 
情報工学コース 

航空宇宙工学コース 

高等専門学校課程（5年）を修めた学生に対し、さらに 2年間の高度

な専門知識及び技術を学べる教育課程を設けることにより、先端技
術の開発ができる創造的で実践的な技術者教育を目指す。 

附属図書館 

東京都立産業技術高等専門学校の学生及び教職員の学習、教育、調

査及び研究活動に資するため、図書等を収集及び管理し、利用に供
する（平成 29年 5月 1日現在蔵書数：13万 4,966冊）。 
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（２）オープンユニバーシティ 

都民や社会人等の学習ニーズに応える生涯学習の拠点として、さらには地域社会の活性化を目

指して、大学の持つ学術研究の成果を広く社会に還元する「オープンユニバーシティ」を開設し

ており、講座数の推移等は、表１７のとおりである。 

 

   （表１７）講座数の推移等                        （単位：講座） 

場所 平成 27 年度 平成 28年度 平成 29年度 主な内容 

飯田橋キャンパス、

南大沢キャンパスな
ど 

335 337 314 

一般向け教養講座、キャ
リアアップ教育、リカレ

ント教育に関する講座、

東京都の芸術・文化施設
や研究機関との連携講座

など 

 

  

207



（３）産学公連携 

法人は、大学等における学術研究の成果を広く社会に還元し、地域における産業振興や文化の

発展に寄与するため、産学公連携センターを設置・運営し、表１８のとおり、企業等との共同研

究・受託研究の推進及び各種相談を実施している。 

 

（表１８）共同研究等実績                           （単位：件） 

学校名 共同研究等の種類 
件数 

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

首都大学東京 

産学共同研究 141 134 153 

受託研究 28 31 30 

特定研究寄附金 106 118 126 

提案公募型研究 77 84 80 

小計 352 367 389 

産業技術大学院大学 

産学共同研究 1 5 2 

受託研究 3 1 1 

特定研究寄附金 2 3 3 

提案公募型研究 2 4 2 

小計 8 13 8 

東京都立産業技術高等専門

学校 

産学共同研究 14 9 6 

受託研究 3 1 0 

特定研究寄附金 8 13 6 

提案公募型研究 1 3 6 

小計 26 26 18 

合計 

産学共同研究 156 148 161 

受託研究 34 33 31 

特定研究寄附金 116 134 135 

提案公募型研究 80 91 88 

合計 386 406 415 
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